
お客様各位 
 

 

 

四賀出張所のＡＴＭは、令和３年５月 25日より

松本市役所四賀支所内（正面入口右側）へ移転

いたします。 

移転作業のため下記の日程でＡＴＭは臨時休止

させていただきます。皆さま方には大変ご不便

をおかけしますが、何卒、ご理解とご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 

令和３年５月 21日（金）15時以降 

令和３年５月 22日（土） 終日 

令和３年５月 23日（日） 終日 

令和３年５月 24日（月） 終日 

 

 

 

 

 
 

 

 

松本信用金庫 

令和３年５月２５日（火）午前９時から四賀支所 

ＡＴＭコーナーにて営業を開始いたします。 


